
 
 

福祉生活病院常任委員会資料 

（令和５年２月１５日） 
 

【 件 名 】 

 

■鳥取県手話言語条例制定１０周年記念 第１０回全国高校生手話パフォーマ

ンス甲子園の開催日の決定について 

（障がい福祉課）・・・２ 

 

 

■令和３年度就労系障害福祉サービス事業所（Ｂ型）の工賃実績について 

（障がい福祉課）・・・４ 

 

 

■地域登録の開始による電話リレーサービスの無料化について 

（障がい福祉課）・・・５ 

 

 

■一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について 

（子ども発達支援課）・・・７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

福 祉 保 健 部 
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鳥取県手話言語条例制定１０周年記念 第１０回全国高校生手話パフォーマンス甲子園の 

開催日の決定について 
 

令和５年２月 15 日 

障 が い 福 祉 課 

 

令和５年度の全国高校生手話パフォーマンス甲子園を９月24日（日）にとりぎん文化会館で下記のとお

り開催します。大会開催に向けて、４月24日（月）から６月30日（金）まで出場チームの参加申込みの受

付けを行います。 

なお、次回の大会は全国で初めて鳥取県で成立した手話言語条例が制定１０周年を迎えることから、「鳥

取県手話言語条例制定１０周年記念 第１０回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」として開催します。 

また、記念大会として大会の魅力度をアップするために審査基準を変更するなど、より多くの高校生が参

加しやすく、より魅力的なパフォーマンスが披露される大会としていきます。 

 

記 

１ 期  日 

令和５年９月24日（日） 

 

２ 会  場 

とりぎん文化会館（鳥取県鳥取市尚徳町101－５） 

 

３ 概  要 

（１）目  的 

ろう者とろう者以外の者が互いを理解し共生することができる社会を築く「鳥取県手話言語条例」の

理念を実現すべく、全国の高校生が手話言語を使った様々なパフォーマンスを繰り広げる場をつくり発

信することにより、多くの人に手話言語の魅力や手話言語が優れた意思及び情報伝達手段であることを

実感してもらうとともに、手話言語とパフォーマンスを通じた交流の推進及び地域の活性化に寄与する

ことを目的に、「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」を“手話の聖地”鳥取県で開催する。 

（２）主  催 手話パフォーマンス甲子園実行委員会 

（３）共  催 鳥取県、公益社団法人 鳥取県聴覚障害者協会 

（４）特別協賛 日本財団 

（５）特別協力 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 

（６）出  場 予選審査を通過した15チーム 

（７）演技内容 

手話言語を使った歌唱、ダンス、演劇、ポエム、コント、落語、漫才などのパフォーマンス 

（８）予選参加申込み 

４月24日（月）から６月30日（金）まで ※７月14日（金）が予選審査動画の提出締切 

（９）その他 

   より多くの高校生が参加しやすく、より魅力のあるパフォーマンスが高く評価されるよう演技の審 

査基準を改正 

 

４ 今後の主な日程 

４月24日（月）～６月30日（金）参加申込み受付 

７月14日（金） 予選審査動画の提出締切 

７月27日（木）及び28日（金）予選審査会及び予選審査結果発表 

９月23日（土·祝） リハーサル、交流会 

９月24日（日） 本大会 
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【参考：過去の大会】 

大会名 日付 場所 

第１回大会 平成26年11月23日（日・祝） 鳥取県立生涯学習センター 県民ふれあい会館 

第２回大会 平成27年 ９月22日（火・休） 米子市公会堂 

第３回大会 平成28年 ９月25日（日） 倉吉未来中心  

第４回大会 平成29年10月 １日（日） とりぎん文化会館 

第５回大会 平成30年10月 ７日（日） 米子コンベンションセンター 

第６回大会 令和 元年 ９月29日（日） とりぎん文化会館 

第７回大会 令和 ２年 ９月27日（日） 倉吉未来中心 ※ WEB開催 

第８回大会 令和 ３年10月 ３日（日） 米子コンベンションセンター ※ WEB開催 

第９回大会 令和 ４年 ９月25日（日） 倉吉未来中心 ※ 現地開催（ 但し、一般観覧なし ） 
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令和３年度就労系障害福祉サービス事業所（Ｂ型）の工賃実績について 

 
令和５年２月 15 日 
障 が い 福 祉 課 

 
鳥取県では、平成19年度に工賃３倍計画を策定し、県内の就労系障害福祉サービス事業所等で働く障が

い者の工賃水準を、平成18年度の月額約11千円から月額33千円以上の３倍とすることを目指し、障がい
のある方が地域社会の中で自立した質の高い生活を送ることができるよう支援を行っています。 
このたび、令和３年度の工賃実績がまとまりましたので、その結果をご報告します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
１ 令和３年度平均工賃月額の状況  
・ 工賃支払総額は過去最高となり、利用者延べ人数はほぼ横ばいとなったため平均工賃は増加となった。 
・ 平均工賃が増加した事業所の要因は、新商品の開発や販路の拡大、単価の高い作業の受注等であった。 
・ 平均工賃が３万円以上の事業所数が前年度より増加(19→20)し、平均工賃が前年度より増加した事業
所は６割を超えた。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
２ 工賃３倍計画の概要（平成19年度策定、現在第３期目（平成30年度～令和５年度）） 
（１）工賃目標額  就労継続支援Ｂ型事業所について全事業所の工賃の平均額を、平成32年度までに月

額33,000円以上とすることを目指す。そのため、事業所の特性に応じた目標額を定め、き
め細やかな支援ができるようにする。その上で、平成33年度から平成35年度までは、経
済情勢等に考慮しつつ、全事業所の平均工賃月額33,000円以上について、定着・向上させ
ることを目指す。 

（２）考 え 方  計画の策定当時、障害基礎年金等の所得と合わせて「地域で経済的に自立して生活する
ために必要な所得を確保できる」ための金額を月額 10 万円と設定し、これと障害基礎年
金２級相当額 66,000 円／月の差額とし、平成 18 年度の県平均工賃額約 11,000 円／月の
約３倍である33,000円／月を目標として設定。 

 
３ その他  個別の就労系障害福祉サービス事業所の工賃の状況は、とりネットで公表する。 
 
（参考）就労継続支援Ａ型事業所（雇用型）の賃金の状況 

 令和２年度 令和３年度 対前年度比 

平均賃金月額（円/月） 84,872 86,477 ＋1,605(＋1.9%) 

○ 就労継続支援Ｂ型の全 141 事業所の平均工賃月額は、前年度から 594 円増加(＋3.1%)し、19,797 円（全

国順位５位）となった（令和２年度：19,203円、全国順位７位）。 

（参考）全国の状況（R5.1.23厚労省公表） 

・ 46都道府県で前年度より平均工賃月額が増加。 

・ 全国の平均工賃月額は、前年度から731円増加（+4.6%）し、16,507円（令和２年度：15,776円）。 

○ 工賃支払総額は４年連続で６億円を超え、前年度から約２千万円（3.1％）増加し過去最高となった。 
・ 令和３年度：約６億７千万円（令和２年度：約６億５千万円） 

○ 利用者延べ人数は、前年度とほぼ同じ人数であった。 

・ 令和３年度：33,885人（令和２年度：33,918人） 
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地域登録の開始による電話リレーサービスの無料化について 

 

令和５年２月 15 日  

障 が い 福 祉 課  
    

きこえない、きこえにくい人等ときこえる人とをつなぐ電話リレーサービスに、利用者の住む自

治体が同サービスの利用料を負担する地域登録が新設され、本県が全国で初めて、この仕組みを活

用することになりました（２月１日から適用）。 

 この地域登録を活用するとともに、広報等を通じ、電話リレーサービスの加入、利用を促し、き 

こえない・きこえにくい人ときこえる人との双方向の情報アクセシビリティ向上を図っていきます。 

 

１ 電話リレーサービスについて 

○ 日本財団電話リレーサービスが提供するサービスで、きこえない、きこえにくい人ときこえる

人との会話を通訳オペレーターが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電

話で即時双方向につながることができるもの。 

○ 令和３年７月から国の公共インフラとして運用開始。 

 

 

■ 登録者数：個人登録 11,452人 法人登録 150件（令和5年 1月末現在） 

鳥取県内での登録：64件（個人登録63件、法人登録１件（鳥取県庁）） 

 

２ 電話リレーサービスの地域登録について  

〇 鳥取県からの提案により、電話リレーサービスについて、従来の個人登録（個人でサービスの

利用を登録）及び法人登録（法人が聴覚や発話に困難のある従業員のためにサービスの利用を登

録）に加え、この度、地域登録（地元自治体が電話リレーサービスの利用希望者の申込みをとり

まとめて財団へ申請するとともに、利用料も負担する仕組み）が新しく導入された。地域登録を

活用するのは鳥取県が初。２月から本格稼働。 

  〇 この地域登録を活用することで、本来利用者が負担する利用料を自治体が負担することになる。 

   ※ 地域登録で県が負担する電話リレーサービス利用料 

月額料178.2円/人、固定電話着5.5円/分・人、携帯電話着33円/分・人、緊急通報は無料 

※ 県の負担については、 

令和４年度分は、９月補正対応済（予算額：848千円（100名利用想定・説明会も実施)） 

令和５年度分は、当初予算で要求中（要求額：1,323千円（同上・１年分）） 
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 ３ これまでの経緯 

  〇 ７月、日本財団電話リレーサービスと地域登録導入に向けた協議 

〇 ９月補正で、地域登録に向けた予算を確保（「障がい者情報アクセシビリティ・コミュニケー

ション向上支援事業（電話リレーサービス加入促進事業）」848千円） 

〇 日本財団電話リレーサービスにおいて既存システムの改修を実施 

〇 システム改修と並行し、県内各圏域で聴覚障がいのある方に対し、県内３地区で説明会を実施 

（日本財団電話リレーサービスと共催） 
 

   ⇒１月28日（土） 東部地区参加者：25名 

    ⇒１月29日（日） 中部地区参加者：13名 

    ⇒２月12日（日） 西部地区参加者：47名 

 

４ 今後の対応 

  〇 ２月13日から利用申込書の受付を開始。説明会参加者に対しては、直接利用申込書を郵送。 

・ 新規利用者は、３月から順次利用。 

・ これまで個人登録で利用していた者に対しては、日本財団電話リレーサービスから地域登録 

への移行確認を行い、２月中に順次切り替え、２月利用分から適用。 

・ 登録者数の増に向け、鳥取県聴覚障害者協会等関係団体のほか、市町村等の協力も得ながら  

広報を行っていくとともに、説明会についても各圏域で実施していく。 

  〇 また、きこえる方（店舗の店員等）においても、同サービスの存在を知り、適切に対応してい   

ただく必要があるため、県の広報ツール等を積極的に活用し、県内全体に広く周知を図っていく。 
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令和５年２月15日
【変更分】 子ども発達支援課

主  務  課 工  事  名 工事場所 契約の相手方 契約金額 工        期 契約年月日 工事内容 摘　　要
子ども発達支援課 米子市 （当初契約額） 令和4年6月23日 （当初契約年月日） 【工事内容】

（営繕課） 上福原 272,800,000円 ～ 令和4年6月22日 施設内パッケージエアコン及

七丁目 令和5年12月8日 びマルチエアコンの更新等

（変更契約額） 令和4年6月23日 （変更契約年月日） に係る建築工事 （第1回変更）
261,246,700円 ～ 令和5年1月30日

令和5年12月8日

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

総合療育センター施設環境改善工事
（機械設備）

総合療育センター施設環境
改善工事（機械設備）シンセ
イ・米子ガス産業特定建設
工事共同企業体
代表者
株式会社シンセイ
代表取締役　濱田　誠之
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